
2 ひろしま市民と市政

Q1 発生時期は冬場だけである

× ノロウイルス食中毒は1年を通して発生していま
す。10月ごろから増え始め、12月～翌年1月がピーク
となり、5月ごろまで多発する傾向がみられます。

Q2 感染してもすぐにおう吐や下痢などの症状は出
ない

〇 ウイルスが体の中に入って発症するまでの時間
は、一般的に24～48時間です。通常、下痢などの症
状が1～2日続いた後、回復し、後遺症はありません。

Q3 感染は患者の便やおう吐物からだけである

×
感染経路はさまざまで、感染した人が調理などを
して食品が汚染された場合や、ウイルスを取り込
んだ二枚貝が加熱不十分だった場合なども原因
となります。

Q4 症状が治まれば体内からノロウイルスもいなく
なる

×
下痢などの症状がなくなっても、2週間～1カ月程
度、便にウイルスが排出されます。また、患者の下
痢便やおう吐物には大量のウイルスが含まれて
おり、注意が必要です。

消費生活相談をしやすく

架
空請求や悪質商法などの消
費者トラブルが後を絶ちま
せん。しかし、特に若者は、

トラブルに遭っても公的な相談窓口
に相談をしない傾向があります。ま
た、相談窓口の主要な受付方法の一
つである電話も、近年、若者を中心に
利用されない傾向があることから、
消費者庁は、LINEを活用した消費
生活相談を試験的に導入し、消費生
活に関する相談手段の多様化につい
て検証・検討を始めました。

消費者トラブルの相談窓口

L
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INEによる無料相談のご利用を
　消費者にとって消費生活相談をしやすい環境整備を
図るため、消費者庁が、LINEを使った消費生活相談を試
験的に実施します。
問消費生活センター（電225-3329、Ｆ221-6282）

冬に多発する食中毒です
ノロウイルスにご注意を

　感染力が強く少量で経口感染し、おう吐、下痢、発熱などの症状を引
き起こすノロウイルス。正しく理解し、食中毒を予防しましょう。
問食品保健課（電241-7434、Ｆ241-2567）

ノロウイルス食中毒って？

詳しくは、市ホームページで。
市HP ■ページ番号でさがす 8055

相談までの流れ
LINEの「友だち登録」をする

「相談する」をタップして
相談を開始する

▼
利用規約を確認する

相談
イメージ

１　LINEをイン
ストールしたス
マートフォンで
下の二次元コー
ドを読み取る

２　LINEの画面
に切り替わるの
で「追加」をタッ
プし友だち追加
をする

▼

効果的な手洗い

⑥流水で洗い流す

⑤親指を握って回す

④手首を握って回す

③�手のひらをひっ
かくように

②�手を組んで指の
間も

①�せっけんをつけ
て泡立てる

LINEとは、スマー
トフォンやパソコ
ンを使って匿名で
交流できる無料の
通信アプリです

予防のポイント

来年1月まで実施します
　広島市民を対象として、LINE
を活用した相談窓口を来年1月ま
で試験的に開設し、相談を受け付
けています。
　消費者トラブルでお困りの人、
不安に思うことがある人は、お気
軽にご利用ください。
【実施主体】全国消費生活相談員協会
【実施期間】来年1月31日㈰まで（月・
火曜日、12月29日～1月3日を除く）
【受付時間】水・木・金曜日／午後４
時～８時
土・日曜日／午後1時～5時

食事や調理の前、
トイレの後などは石けん
でしっかり手を洗う（右
イラスト参照）

食材は中心部まで十分
加熱する（中心温度85～
90℃で90秒以上）

手洗い 加熱調理をするとき

固定資産税・都市計画税に関する税制改正

土地・家屋・償却資産に関して
対象の人は申告を

　固定資産税・都市計画税について、令和２年
度税制改正により新たな制度が設けられまし
た。対象となる人は申告をお願いします。
問下記参照

課名 担当区 ①について
固定資産税課
償却資産係

（市役所本庁舎）
全区 電504-2127 F504-2129

【問い合わせ先】
問固定資産税課償却資産係

市税事務所 担当区 ①について
(家屋係)

②について
(土地係)

中央
（中区役所内） 中・南

電504-2566 電504-2565
F504-2378

東部
（東区役所内）

東・
安芸

電568-7721 電568-7720
F567-6006

西部
（西区役所内）

西・
佐伯

電532-0944 電532-0943
F232-2127

北部
（安佐南区役

所内）
安佐南・
安佐北

電831-4936 電831-4937
F877-6288

問市税事務所

税務室 ①②について
南

（南区役所内） 電250-8946 F254-2624
安芸

（安芸区役所内） 電821-4913 F824-0411
佐伯

（佐伯区役所内） 電943-9716 F943-3310
安佐北

（安佐北区役所内） 電819-3913 F815-1650

問税務室

①新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し
た中小事業者・中小企業者を対象とする軽減措置
　新型コロナウイルス感染症、またそのまん延防止のための
措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者・中小企業
者が所有する事業用家屋と償却資産に係る令和3年度分の固
定資産税・都市計画税について、軽減措置が講じられます。
　令和２年２月から10月までの任意の連続する3カ月間の事
業収入の合計額が、前年の同期間と比べて
　50％以上減少している人　→　ゼロ
　30％以上50％未満減少している人　→　２分の１
に軽減されます。
　この軽減措置の適用を受けるには、税理士や会計士といっ
た認定経営革新等支援機関等(※)で確認を受けた上で、必要書
類を添えて、令和3年２月1日㈪までに、申告書を提出してく
ださい。申告書は市ホームページで。窓口の混雑緩和のため、
固定資産税課償却資産係（〒730-8586　住所不要）へ郵送か電
子申告（エルタックス）での提出にご協力ください。

（※）認定経営革新等支援機関等の詳細は、
中小企業庁ホームページ掲載の「認定経営革新等支
援機関等の一覧」で(右の二次元コードから)
問固定資産税課償却資産係（右記）、市税事務所家屋係また
は税務室（右記）

市HP ■ページ番号でさがす 177991

市HP ■ページ番号でさがす

家屋・償却資産について
②固定資産（土地・家屋）を所有する人が亡く
なった場合の新たな所有者の申告
　土地または家屋の固定資産税・都市計画税
について、所有者が亡くなった場合、相続人な
ど新たにその固定資産を所有する人（現に所
有している人※）は、住所や氏名など必要な事
項を申告する必要があります（相続登記が済
んでいる場合は、申告する必要はありません）。
※通常は相続人（遺言や遺産分割協議により
土地または家屋を所有することが決まってい
る場合はその人）をいいます
　令和3年1月1日以降に、新たに所有したこと
を知った人は、次のいずれか遅い日までに、土地ま
たは家屋が所在する区を担当する市税事務所土
地係または税務室に申告書を提出してください。
●新たに所有したことを知った日の属する年
の翌年の1月31日
●新たに所有したことを知った日の翌日から
3カ月を経過した日
　なお、相続登記をする場合は登記所（法務
局）で別途手続きが必要です。

土地・家屋について

問市税事務所土地係または税務室（右記）

※LINEのバージョンによっては画面が異なる場合があります

〇×で確認！

191188


